
重要事項説明書

社会福祉法人　桜水会

特別養護老人ホーム滝田

(介護予防短期入所生活介護)
(短期入所生活介護)
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１.事業者（法人の概要）

２.事業所（ご利用施設）

３.施設の入所条件及び運営方針

４.施設の概要

５.施設の職員体制

※特別養護老人ホーム滝田も兼務いたします。

６.サービス計画の作成と説明

健康管理や療養上の世話及び日常生活上の介護

機能訓練計画を立案し介護員に指導・実施

給食管理・栄養指導

一定の期間継続して利用される利用者については、介護支援専門員（ケアマネージャー）が利用
者の心身の状況、希望及びそのおかれている環境を踏まえて、他の居宅サービス業者と連携しつ
つサービス計画を作成するとともに、その内容をご家族に説明いたします。

日常生活上の介護、健康保持のための相談・助言

栄養士 １人以上

看護職員

機能訓練指導員

３人以上

１人以上

生活相談員

介護職員

１人以上

２４人以上

日常生活上の相談、生活支援

介護支援専門員

非常勤

１人以上

従事者の職種

施設長

指定基準

１人

木造合金メッキ鋼板ぶき平家建

3,874.62㎡

１０名

４人部屋（２室）・２人部屋（１室）

食堂・浴室・機能訓練室・医務室・静養室・相談室　等

居室計（19室）

主な設備

延床面積

職務の内容

施設全体の管理監督

健康管理及び療養上の指導

施設サービス計画の作成

利用定員

名称・法人種別 社会福祉法人　桜水会
設立年月日 平成29年6月1日

所　在　地 茨城県土浦市滝田一丁目10-2

飯田　知也
所　在　地

連　絡　先 ０２９-８７５－５７７１

施設の名称 特別養護老人ホーム　滝田

設立年月日 平成31年1月17日

管理者氏名 鈴木　剛史

０２９-８７５－５７７１

代表者氏名
茨城県土浦市滝田一丁目10-2

連　絡　先

入居条件
介護保険適用のものは、要支援１・２(介護予防)、要介護１～５
の方が利用できます。

運営方針

多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供
されるように創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を
保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができる
よう支援する。

建物の構造

医師

社会福祉法人　桜水会　特別養護老人ホーム　滝田
短期入所(介護予防短期入所)生活介護　重要事項説明書

事業所番号 ０８７０３０２８７４

2



７.ご持参していただくもの

８.施設サービスの内容と費用

　（１）　サービスの内容

週２回の入浴又は清拭を行います。寝たきりの方で座位の取れない方は機械
浴を用いての入浴も可能です。

利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行います。

レクリエーション・ボランティア活動・機能訓練・音楽療法・買い物等行い
ます。

入浴

排泄

レクリエーション
機能訓練

内容

専門職や関連機関と連携しながら利用者並びにご家族の相談に応じます。

預貯金通帳・印鑑・年金証書・現金預かり、出納サービス。

利用者の身体状況に配慮した食事を提供します。
（おおよその時間　朝食８時　昼食１２時　夕食１７時３０分)

種類

生活相談

貴重品管理

食事

３足

※洗濯物に関して衛生上塩素系消毒液を使用する場合があり、色の濃い衣類は色落ちの危険性が
ありますのでご注意下さい。また衣類には必ずフルネームでご記入と下着類については乾燥機を
使用する為、マジック式シャツだと劣化してしまうので、ボタン式シャツ、プラスチックホック
シャツをご持参いただくようご協力のほど、宜しくお願い致します。

靴下

　（７）　紹介状・診療情報提供書

　（８）　衣類

上着

ズボン

肌着

ももひき ３枚

１泊２日から２泊３日の場合

３枚 バスタオル・タオル １枚ずつ

３枚 上靴 １足

３枚

　（２）　健康保険被保険者証（該当者減額認定証）

　（３）　介護負担限度額認定書（該当者のみ）

　（４）　介護保険負担割合証

　（５）　銀行通帳・銀行印（利用料を引き落としされる通帳）

　（６）　内服薬・外用薬・お薬手帳

　（１）　介護保険被保険者証
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（２）短期入所生活介護　基本料金表

（介護保険負担割合証１割又２割又３割） （単位：円）
基準費用額 １段階 ２段階 ３段階① ３段階② ２割負担 ３割負担

622 622 622 622 622 1,244 1,866

678 674 674 674 674 1,347 2,021

1,445 300 600 1,000 1,300 1,445 1,445

397 - - - - 397 397

524 - - - - 524 524

524 - - - - 524 524

915 0 430 430 430 915 915

3,038 974 1,704 2,104 2,404 3,707 4,381

91,140 29,220 51,120 63,120 72,120 111,210 131,430

基準費用額 １段階 ２段階 ３段階① ３段階② ２割負担 ３割負担

694 694 694 694 694 1,388 2,082

756 752 752 752 752 1,503 2,255

1,445 300 600 1,000 1,300 1,445 1,445

397 - - - - 397 397

524 - - - - 524 524

524 - - - - 524 524

915 0 430 430 430 915 915

3,116 1,052 1,782 2,182 2,482 3,863 4,615

93,480 31,560 53,460 65,460 74,460 115,890 138,450

基準費用額 １段階 ２段階 ３段階① ３段階② ２割負担 ３割負担

769 769 769 769 769 1,538 2,307

838 833 833 833 833 1,666 2,498

1,445 300 600 1,000 1,300 1,445 1,445

397 - - - - 397 397

524 - - - - 524 524

524 - - - - 524 524

915 0 430 430 430 915 915

3,198 1,133 1,863 2,263 2,563 4,026 4,858

95,940 33,990 55,890 67,890 76,890 120,780 145,740

基準費用額 １段階 ２段階 ３段階① ３段階② ２割負担 ３割負担

841 841 841 841 841 1,682 2,523

917 911 911 911 911 1,822 2,732

1,445 300 600 1,000 1,300 1,445 1,445

397 - - - - 397 397

524 - - - - 524 524

524 - - - - 524 524

915 0 430 430 430 915 915

3,277 1,211 1,941 2,341 2,641 4,182 5,092

98,310 36,330 58,230 70,230 79,230 125,460 152,760

居住費

１日当たり

１カ月当たり

要介護４

介護保険一部負担金

(夕食)

+介護職員処遇改善加算

居住費

+介護職員処遇改善加算

+介護職員処遇改善加算

食費(1日）

居住費

１日当たり

１カ月当たり

（朝食）

(昼食)

(夕食)

（朝食）

(昼食)

(夕食)

（朝食）

(昼食)

１日当たり

１カ月当たり

要介護３

介護保険一部負担金

食費(1日）

要介護２

要介護１

介護保険一部負担金

食費(1日）

居住費

１日当たり

+介護職員処遇改善加算

（朝食）

(昼食)

(夕食)

１カ月当たり

介護保険一部負担金

食費(1日）
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基準費用額 １段階 ２段階 ３段階① ３段階② ２割負担 ３割負担

913 913 913 913 913 1,826 2,739

995 989 989 989 989 1,978 2,966

1,445 300 600 1,000 1,300 1,445 1,445

397 - - - - 397 397

524 - - - - 524 524

524 - - - - 524 524

915 0 430 430 430 915 915

3,355 1,289 2,019 2,419 2,719 4,338 5,326

100,650 38,670 60,570 72,570 81,570 130,140 159,780

（３）介護予防短期入所生活介護　基本料金表

（介護保険負担割合証１割又２割又３割） （単位：円）
基準費用額 １段階 ２段階 ３段階① ３段階② ２割負担 ３割負担

465 465 465 465 465 930 1,395

507 504 504 504 504 1,007 1,511

1,445 300 600 1,000 1,300 1,445 1,445

397 - - - - 397 397

524 - - - - 524 524

524 - - - - 524 524

915 0 430 430 430 915 915

2,867 804 1,534 1,934 2,234 3,367 3,871

86,010 24,120 46,020 58,020 67,020 101,010 116,130

基準費用額 １段階 ２段階 ３段階① ３段階② ２割負担 ３割負担

579 579 579 579 579 1,158 1,737

631 627 627 627 627 1,254 1,881

1,445 300 600 1,000 1,300 1,445 1,445

397 - - - - 397 397

524 - - - - 524 524

524 - - - - 524 524

915 0 430 430 430 915 915

2,991 927 1,657 2,057 2,357 3,614 4,241

89,730 27,810 49,710 61,710 70,710 108,420 127,230

※令和6年 8月 1日　法改定に基づき実施

要支援１

介護保険一部負担金

食費(1日）

居住費

１日当たり

１カ月当たり

要支援２

介護保険一部負担金

(昼食)

(夕食)

（朝食）

(昼食)

(夕食)

+介護職員処遇改善加算

１日当たり

１カ月当たり

介護保険一部負担金

+介護職員処遇改善加算

(夕食)

食費(1日）

居住費

１日当たり

１カ月当たり

（朝食）

(昼食)

+介護職員処遇改善加算

要介護５

（朝食）

食費(1日）

居住費
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加算となる介護保険対象サービス加算
１割 ２割 ３割

4円 ８円 12円

13円 26円 39円

6円 12円 18円

200円 400円 600円

8円 16円 24円

90円 180円 270円

200円 400円 600円

120円 240円 360円

184円 368円 552円

（４）介護保険対象外サービス料金

複写物を必要とする場合は実費ご負担いただきます

個人で使用する電気製品等持ち込んで使用できます
ご本人希望・嗜好品（酒・希望される副菜等）
当施設では希望者を対象に買い物を行っております

利用者・家族等の事情により、指定居宅介護
支援事業所の介護支援専門員が緊急に短期入
所生活介護を受ける事が必要と認めた者に対
し居宅サービス計画において計画的に行うこ
ととなっていない短期入所生活介護を緊急に
行った場合

療養食加算
（1回あたり）

栄養士により食事提供が管理されていて入所
者の年齢、心身状況により適切な栄養量が提
供されている場合

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ行事
・ｸﾗﾌﾞ活動費
クリーニング代 要した費用

個別に費用のかかるﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ行事ｸﾗﾌﾞ活動等についてご
家族様に参加希望を伺い実施します

当施設で洗濯ができない場合

若年性認知症利用者に対して指定短期入所生
活介護を行った場合

カラー1枚40円
白黒　1枚10円

電気製品使用費 30円／日
特別な食事 要した費用

加算名 料　金
理美容費 実費

貴重品管理費 50円／日

内　容
理容師・美容師の出張による理美容サービス

預貯金通帳・印鑑・年金証書・現金預かり・出納サービ
ス

買い物サービス 要した費用

要した費用

緊急短期入所
受入加算
(１日あたり)
(７日を限度)

送迎加算
(片道につき）

利用者の心身の状態、家族等の事情等から見
て送迎を行うことが必要と認められる利用者
に対して、その居宅と指定短期入所生活介護
事業所との間の送迎を行う場合

認知症行動・心理
症状緊急対応加算
(１日あたり)
(７日を限度)

医師が認知症の行動・心理症状が認められ在
宅での生活が困難で緊急に短期入所生活介護
を利用することが適当であると認められた場
合

若年性認知症
利用者受入加算
(1日あたり）

加算名

看護体制加算(Ⅰ)
（１日あたり）

常勤看護師を１名以上配置している場合

夜勤職員配置加算
(Ⅰ)(１日あたり)

夜勤の介護職員・看護職員数が最低基準を1
人以上上回っている場合

内容

介護職員等処遇
改善加算（Ⅳ）

介護職員の賃金の改善等を実施しているもの
として都道府県知事に届け出た指定介護老人
福祉施設が利用者に対し指定介護老人福祉施
設サービスを行った場合

所定単位数の９．０％

生活機能向上連携
加算Ⅱ１(１月あた
り)

通所リハビリテーション等の理学・作業療法
士、言語聴覚士、医師が施設を訪問し職員と
共同して個別機能訓練計画を作成し機能訓練
を実施した場合

サービス提供体制
強化加算(Ⅲ）
(１日あたり)

看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の割
合が75％以上

複写物の交付代
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９．サービス利用料金のお支払方法

１０．サービス内容に関する苦情等相談窓口
特別養護老人ホーム　滝田

第三者委員

行政機関その他苦情受付期間

オムツに係る費用 原則無料

私物の洗濯代 原則無料

住所 茨城県つくば市研究学園1-1-1

生活相談員　　河合　貴幸（苦情受付担当者）
相談窓口

名称 つくば市役所　高齢福祉課

029-826-1111
住所
連絡先

氏名
住所

施設で提供しているオムツ・紙パンツ・尿取りパッド
等※提供以外のおむつを使用する場合は各自持参下さい

個別に外部のクリーニング店に取り継ぐ場合のクリーニ
ング代を除き施設で行います

受付時間
連絡先

氏名

連絡先 029-824-0332

住所
連絡先

名称 土浦市社会福祉協議会　地域包括支援センターうらら
住所 茨城県土浦市大和町9-2　ウララ2　総合福祉会館4階

市村　順子（有識者）
茨城県つくば市神郡747-2
029-867-2006
横島　操（評議員）

当施設で提供しているシャンプー、タオル、歯ブラシ
等※提供以外の者を使用する場合は各自持参下さい

750円／30分

月曜日から金曜日　8時45分～17時30分
029-875-5771

茨城県土浦市天川2-6-13
029-855-0091

施設長　　　　鈴木　剛史（苦情受付責任者）

茨城県つくば市筑穂1-10-4　大穂庁舎内

連絡先

連絡先 029-879-5500
名称 かすみがうら市役所　介護長寿課

つくば市社会福祉協議会
連絡先 029-883-1111
名称

茨城県かすみがうら市上土田461
連絡先
名称 かすみがうら市社会福祉協議会
住所 茨城県かすみがうら市深谷3719-1
連絡先 029-898-2527

土浦市役所　健康福祉部高齢福祉課
茨城県土浦市大和町9-1

移送サービス

※給付対象外のサービス利用料金について経済状況の著しい変化、その他、やむを得ない事由が
ある場合、事前に説明をした上で料金を変更する場合があります。

毎月10日前後に前月分の利用料等を利用料明細書により郵送いたします。利用料金は金融機関か
ら自動引き落としとなり、月末締め翌月27日銀行引き落としとなる為、前日までに残高の確認を
お願い致します。また介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせてご契
約の負担額を変更致します。
（初めて利用される方）
銀行名・口座番号・銀行印を用意していただき別紙『預金口座振替依頼書・自動振込利用申込
書』に記入していただきます。

名称

領収証を再発行いたします

施設利用に関する証明書等文書等の発行 1部500円

日常生活費 原則無料

領収証の再発行 1部100円

市内の医療機関・近隣市町村の医療機関

05299-59-2111

住所

住所
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１１.事故発生時の対応等

１２.第三者による評価の実施状況

稲敷郡阿見町中央1-1-1
連絡先 029-888-1111

事故発生時の対応

　事業所は、施設サービスの提供にあたって、事故が発生した
場合は速やかに利用者の後見人及び家族・身元引受人に連絡を行
うとともに、利用者の生命の安全の確保を最優先にした対応を講
じます。

損　害　賠　償

　事業者は、サービス提供にあたって故意または過失により、
利用者に与えた損害に対し、事業者は責任を負います。
その損害賠償内容については、双方協議の上これを定めます。
　但し、利用者の故意または過失が認められ、かつ利用者の
置かれた心身の状況を酌して相当と認められる場合には、損害
賠償額を減ずることができるものとします。

住所

国民健康保険団体連合会
茨城県水戸市笠原町978－26
029-301-1550

名称
住所
連絡先

名称

名称 阿見町役場　高齢福祉課

阿見町社会福祉協議会
住所 稲敷郡阿見町阿見4671-1
連絡先 029-887-0084

損害賠償がなされない場合

・利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを
　告げず又は不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合。

・利用者が、サービスの提供のために必要な事項に関する聴取、確認に対して故意にこれを
　告げず又は不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合。

・利用者の急激な体調の変化等、事業者が提供したサービスを原因としない事由に専ら起因
　して損害が発生した場合。

第三者による評価の
実施状況 1　あり

実施日
評価機関名称
結果の開示 1  あり  　2  なし

2　なし

・利用者が、事業者及びサービス従業員の指示・依頼に反して行った行為に専ら起因して
　損害が発生した場合。
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１３.施設の利用にあたっての留意事項

１４．秘密保持
１．事業者及びその従業員は、正当な理由がない限り、その業務上知りえた利用者及び家族
　　身元引受人の秘密をもらしません
２．事業者は、居宅介護支援事業者・医療機関等必要な機関に対し利用者及び家族・身元
　　引受人に関する情報を提供する場合には、利用者及び家族・身元引受人に使用目的等を
　　説明し、文書により同意を得ます。

１５．非常災害対策等
１．当事業所では、法令の定めにより年４回の防災訓練を実地しております。
２．当事業所では、非常災害その他緊急の事態に備え、執るべき措置について予め対策をたて、
　　職員及び利用者に周知徹底を図るため、定期的に避難訓練などを実施します。
３．当事業所では、法令の定める防災設備（消火器、消火栓、スプリンクラー等）を設置して
　　おり、寝具、カーテン等難焼性のものを使用しております。

１６．身体的拘束その他の行動制限の禁止
事業者は、利用者に対する身体拘束防止のため以下のとおりとします。
１．身体拘束を防止するための従業者に対する研修の実地
２．事業者は、サービスの提供にあたり利用者に対する身体拘束又はその他の行動制限する
　　行為を行わない。ただし、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため
　　緊急やむを得ない場合には、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間、
　　経過記録等の整備をした上で身体の拘束を行うものとする。
３．緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、できる限り事前に本人（本人が判断できる状態に
　　ない場合は家族等）の了承を得るものとする。

１７．記録の保管等
１．事業者は利用者の施設サービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から５年間
　　保存しなければなりません。
２．利用者及び家族又は身元引受人は、必要がある場合は事業所に対し記録の閲覧及び謄写を
　　求めることが出来ます。ただし、本人の意思や利益に明らかに反するような場合は開示を
　　控えることがあります。

飲食の持ち込み
飲食物の持込みは可能ですが、居室には置いていかないで下さい。
（他入所者には食事を制限している方が多数おります。）
希望される方は、必ず事務員・介護職員までお申し出ください。

外出・外泊
外出・外泊を希望される場合は、事前にご連絡をいただき、必ず行く先と帰
宅日時を申し出て下さい。※外泊については最長月6日間まで可能ですが、
外泊期間の居住費はいただきます。

居室・設備・器具
の利用

空き状況及び身体面、精神面、介護状況等考慮して施設にて決定します。施
設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用下さい。これに反した
ご利用により破損等が生じた場合、弁償していただく場合があります。

喫煙 施設内の喫煙スペース以外での喫煙はできません。

迷惑行為 騒音等他の入居者の迷惑になる行為はご遠慮ください。

宗教活動・政治活動
職員や他の入居者に対し、宗教活動、政治活動、営利活動を行うことはでき
ません。

来訪・面会
面会時間　平日10時00分から19時00分, 土日祭10時00分から17時30分
来訪者は面会時間を遵守し、事務室前の面会記録に記入の上、必ず職員に声
をかけて下さい。
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付　則

　　　　　　令和 3年 4月 1日より実施する。

　　　　　　令和 3年 8月 1日より実施する。

　　　　　　令和 3年12月22日より実施する。

　　　　　　令和 5年 2月 1日より実施する。

　　　　　　令和 5年 3月 1日より実施する。

　　　　　　令和 5年10月 1日より実施する。

　　　　　　令和 6年 1月19日より実施する。

　　　　　　令和 6年 4月 1日より実施する。

　　　　　　令和 6年 6月 1日より実施する。

　　　　　　令和 6年 8月 1日より実施する。

　　　　　　令和 6年11月 1日より実施する。

　　　　　　令和 2年 4月 1日より実施する。

この約款は、平成31年 1月17日より実施する。

　　　　　　令和 2年 2月20日より実施する。
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